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R8.4.3 時点 

【発行書籍の正誤表】 
 

五流域の「第３次 新五流域総合治水対策プラン」に共通して、下記のとおり、文言の統一・修正を行いましたので、お詫びして訂正させていただきます。 
 

統一・修正内容 統一・修正後 
平成 17 年〜平成 19 年に策定された「初版 新五流域総合治水対策プラン」
を指すものを右記の表記に統一した。 

１次プラン 

平成 26 年に策定された「第２次 新五流域総合治水対策プラン」を指すもの
を右記の表記に統一した。 

２次プラン 

令和 7 年に策定された「第３次 新五流域総合治水対策プラン」を指すものを
右記の表記に統一した。 

本プラン 

これまでに策定された１次プラン、２次プラン及び本プランをまとめた総称
として右記の表記に統一した。 

新五流総 

名詞として使用されている「とりくみ」を右記の表記に統一した。 取組 
国土交通大臣によって指定された一級河川で、都道府県知事が法定受託した
区間（指定区間）以外の区間を右記の表記に統一した。 

直轄管理区間 

不要な空白行 削除 
 


